妊娠期間中保管しておきましょう
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妊婦健康診査受診票についてのご案内　（2019年度）
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· 妊婦さんの健康のぐあいや、おなかの赤ちゃんの育ちぐあいをみるため、身体測定や

血液・血圧・尿などの検査をします。

　　　　　○　特に、貧血、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの病気は、おなかの赤ちゃんの発育に影響し、母体の健康を

　　　　　　損なうことがあります。妊婦健康診査を受けることで、病気などに早く気づき、早く対応することができます。

[image: image5.png]



[image: image2.png]



○　妊娠届出時の妊娠週数により、最大１４回分の妊婦一般健康診査と、６回分の超音波検査の料金を助成しています。
· 各用紙による助成料金額は、下の表でご確認ください。また、助成対象となる検査項目については各受診票の下部

をご覧ください。（助成対象外の検査をした場合は、自己負担が発生します。）

＜妊婦健康診査の助成料金＞
	標準使用時期


	第１回

（８週前後）
	第２回

(12週前後)
	第３回

(16週前後)
	第４回

(20週前後)
	第５回

(24週前後)
	第６回

(26週前後)
	第７回

(28週前後)

	助成金額計※
	２３，９００円
	６，２８０円
	９８０円
	９８０円
	４，６０８円
	　６，２８０円
	９８０円

	妊婦一般健康診査

超音波検査
	２３，９００円

―
	９８０円

５，３００円
	９８０円

―
	９８０円

―
	４，６０８円

―
	９８０円

５，３００円
	９８０円

―


　　　　　

	標準使用時期


	第８回

（30週前後）
	第９回

(32週前後)
	第１０回

(34週前後)
	第１１回

(36週前後)
	第１２回

(37週前後)
	第１３回

(38週前後)
	第１４回

(39週前後)

	助成金額計※
	９８０円
	９８０円
	８，２８０円
	６，３４０円
	８，２８０円
	８，２８０円
	８，２８０円

	妊婦一般健康診査

超音波検査
	９８０円

―
	９８０円

―
	２，９８０円

　５，３００円
	６，３４０円

―
	２，９８０円

５，３００円
	２，９８０円

５，３００円
	２，９８０円

５，３００円


※　この金額は2019年４月１日現在のものです。受診票を使用する時期が年度をまたぐと、助成金額が変更となる場合があります。

※　助産所で使用できるのは、第３回、第４回、第６回、第７回、第8 回、第９回、第１０回、第１２回、第１３回、第１４回の計１０回の
妊婦一般健康診査と超音波検査です。
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· 受診時に受診票を病院または助産所に提示してください。

· 岩内町以外の市町村に住民票を移した場合、この受診票は使用できなくなります。ただし、転出先の市町村からの
助成を受けられる場合がありますので、転出先にてご確認ください。

· この受診票は、北海道の病院・助産所で有効です。里帰り出産等により、道外で妊婦健診を受ける場合は所定の手
続きにより払い戻しを行ないます。該当する方はご相談下さい。

お問い合わせは・・・　　岩内町役場保健福祉課 健康推進担当 （直通）TEL.67-7086
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妊婦健康診査って何をするの？





妊婦健康診査の助成はどのくらい？





受診票の使い方は？
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